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憲法・４７教育基本法・子どもの権利条約をまもり、生かそう！  

１．「会報 No４３」を発行いたします。  

  

「会報 No４３」には、お忙しい中、下記の方々に執筆していただきました。  

 ご一読ください。  

  

【会報記事】 

  （１）共同代表  新年あいさつ                 

    ①２０２０年に「希求」すること          姉崎洋一 ・・・ｐ ２ 

②２０２０年を北海道の教育、地域、子ども「再生」の元年に  

井上大樹 ・・・ｐ ３ 

③口を閉じるなかれ                 加藤多一 ・・・ｐ ５ 

④２０２０年未来の子どもたちのために力あわせがんばりましょう」   

河野和枝 ・・・ｐ ６ 

（２）児美川孝一郎さん講演  

『2020 年教育改革』は、高校教育をどこに導こうとしているのか？  

                             ・・・ｐ ７ 

（３）学習会「さっぽろ子どもの権利条例  施行１０周年を検証する  ｐａｒｔ２」  

    「日本語学習支援から『外国につながる子どもたちの権利』を考える」  

・・・ｐ ８ 

（４）【寄稿】  

「伝統とは火を守ることであり、灰を崇拝することではない」  

北海道教育大学 瀬戸唯斗 ・・・ｐ１２ 

（５）西区子ども食堂「みんなの食堂『ヤッホー三角山』」訪問記    ・・・ｐ１３ 

 

【お願い】 

 ①いつも「会費納入」ありがとうございます。納入の際のお願いです。郵便振込手数料

が、大幅に値上がりになりました（ATM の場合 80 円→152 円、窓口 130 円→203

円。受取人負担となっています）。可能であれば、ATM でお願いします。 

 ②会報記事についてのご感想や子育て・教育にかかわる思い、地域でのとりくみなど、

寄稿文をお寄せください。 

Ｎｏ.４３ 
  発行日 2020 年２月５日  
  発行責任者 共同代表 

姉崎洋一  井上大樹  
加藤多一  河野和枝  

  事務局 〒060-0042 
  札幌市中央区大通西 12 丁目                        

北海道高等学校教職員センター
３階  

  TEL 090-9523-4396 
    FAX 011-663-0457 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 
kodomotokyouiku@gmail.com   
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 
kodomotokyouiku.jimdo.com  会 報 
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【共同代表から  新年あいさつ】 

２０２０年に「希求」すること 

            姉 崎 洋 一 

皆様、明けましておめでとうございます。

２０１９年を振り返り、２０２０年に、何を

託されたでしょうか？  

僕は、時代を反映するものは、文学や映像、

演劇、あるいは、現代においては、ジャ−ナリ

ズムの世界が一番敏感に反応すると見ていま

す。そこで、自分の専門分野（社会科学、教

育学）のことは、とりあえず、横において、

映画と読み物（文学と時代を描いた新書の類）

から刺激されたことを書いておきます。  

最初に、映画のことです。毎年実にたくさ

んの映画が公開されています。僕が、見たの

はほんの一部です。列挙すると以下です。「沖

縄スパイ戦史」「あの日のオルガン」「マイブ

ックショップ」「ニュ−ヨ−ク公共図書館  エク

ス・リブリス」「新聞記者」「風をつかまえた

少年」「米軍が最も恐れた男  カメジロ−不屈

の生涯」「帰れない二人」「 i-新聞記者ドキュ

メント」「家族を想うとき」「男はつらいよ  お

帰り 寅さん」〈この他に、衛星放送で多くの

映画をみていますが、・・〉まあ、ある種の傾

向がありますね。  

 文学とエッセイ読み物では、イ−ユン・リ−

『千年の祈り』、沼正三『家畜人ヤプ−』、中原

清一郎『カノン』、ブレイデイみかこ『子ども

たちの階級闘争』『ぼくはイエロ−で ホワイ

トで ちょっとブル−』『女たちのテロル』、中

島京子『夢見る帝国図書館』、ロバ−ト・キャ

ンベル『井上陽水英訳誌集』、姫野カオルコ『彼

女は頭が悪いから』、岸政彦『図書室』、かな。

いずれも硬い頭をほぐし、違う視点で見れば、

景色が変わることを学んだな。   

時代を読み解く本は、サ−ロ−節子『光に向

かって這っていけ』、中山武敏『人間に光あれ』、

中満泉『危機の現場に立つ』、雨宮処凛『この

国の不寛容の果てに』、望月衣塑子『新聞記者』、

同『安倍晋三大研究』、望月・前川他『同調圧

力』、望月・古賀『THE 独裁者』、中島岳志

『自民党』、高橋純子『仕方ない帝国』、南彰

『報道事変』、ジャニ−ン・デｲ・ジョバンニ『シ

リアからの叫び』、高遠菜穂子『命に国境はな

い』、アレックス・ナンズ『候補者ジェレミ−・

コ−ビン』、マレ−ナ＆ベアタ・エルンマン、グ

レタ＆スヴァンテ・トウ−ンベリ『グレタ た

ったひとりのストライキ』、カロリン・エムケ

『なぜならそれは言葉にできるから』、佐々木

実『資本主義と闘った男』、エリック・ホブズ

ボ−ム『わが２０世紀・面白い時代』、金平茂

紀『漂流キャスタ−日誌』、黒川創『鶴見俊輔

伝』、鶴見俊輔『思い出袋』、ジェ−ムズ・ブラ

ッドワ−ス『アマゾンの倉庫で絶望し、ウ−バ−

の車で発狂した』などでした。  

 専門の研究や教育実践を読み解くための仕

事と並行して、時代と格闘（巨悪を倒す）す

る感受性磨きの学習をしていたことは確かで

す。今年は、教育は無論、研究面で力を発揮

したいと思っています。    
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2020 年を北海道の教育、地域、子ども「再生」の元年に 

井 上 大 樹 

 21 世紀に入ってとめどもなく押し寄せて

くる「教育改革」の美名のもと、地域の暮ら

しや教育、子どもが置き去りにされ、とりわ

け北海道では格差に苦しむ住民にとって「失

われた 20 年」だった。しかし、私たちは希

望を失うことなく、あきらめることなく、今

年こそ北海道の教育、地域、子ども「再生」

の元年にしたいと決意する。本稿では反転攻

勢の転機になるであろう三つの動きを紹介し

たい。 

 

１．正念場を迎える「公立夜間中学」設立 

 

 2022 年度開設予定の道内初の公立夜間

中学（札幌市）であるが、昨年は膠着状態（行

政サイドの後ろ向きの姿勢）に少し希望が見

える状況までに至った。しかし、施設整備（ど

の学校・施設を間借りするか）、札幌市外から

の就学援助（設置自治体と居住自治体との分

担）、教育課程（修学状況や障がいへの個別対

応を担保できるか）など課題は山積している。

近年の公立夜間中学設置（昨年度は埼玉県、

千葉県に１校ずつ新設）推進の根拠法となっ

ている「義務教育確保法」は不登校関係者な

どの様々な意見もありつつ、今年は見直し、

改正案の審議が国会で予定されている。紆余

曲折はあっても、あらゆる義務教育完全保障

への要求を含みこんだ政策に「成熟」するこ

とを目指したい。  

 

２．「子ども理解」を尊重し、人権感覚に富

んだ学生・卒業生の活躍  

 

 私の所属する札幌学院大学は戦後、若者有

志が篤志家に頼ることなく自分たちでつくり

あげた学びの場であり、「自律、人権、共生、

協働」を理念に掲げている。2021 年度から

の新札幌キャンパスの開設に向けて、SDGs

（持続可能な開発目標）を新しい大学理念に

取り込むべく「誰もとりのこさない」社会づ

くりへの教育・研究を推進している。  

 残念ながら他の私学にもれず、経営問題を

抱えている現状では文科省や経営に追随する

施策を取り入れざるを得ない中、学生・卒業

生たちはむしろ先達の精神を引き継いで地域

で活躍している。今では北海道の子ども食堂

の宣伝部長と化した二本松さん（人間科学科

卒）の後をついで後輩たちがこども食堂「こ

こなつ」（江別市大麻地区）を継続している。

わがこども発達学科の事実上最後の就職内定

者は子ども劇場・プレーパークをルーツに持

つ子ども・若者支援の NPO に決まった。こ

の学生は性的志向の多様性に関する卒業論文

をまとめあるなど、教員よりも豊かな人権感

覚を身につけて卒業する。また、山本政俊先

生（人間科学科）がアドバイザーを務める「沖

縄を『戦争』と『基地問題』から考えるプロ

ジェクト」を教職課程（中学社会、高校地歴・

公民）の学生を中心に学内助成金を獲得し、

3 月には高校での模擬授業を予定している。  

 教職に関しては北海道教育大学札幌校の

「ダボハゼの会」（前田先生のゼミ及び薫陶を

受けた卒業生の集まり）のような卒業後の集

まりはないものの、道民教など定期的に民主

教育サークルの学習会に出ている学生・卒業

生がいるようである。今後は学科や教職課程
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として本学の理念を全面的に打ち出した研修

会を打ち出す中で、「子ども理解」を尊重し、

人権感覚に富んだ子ども・若者援助職を養成

する大学としてのポジションを確固たるもの

にしたい。教職コアカリキュラム（小学校、

中高とも）の過半を民主教育関係者で占めて

いる大学は稀有である。高校教員の会員には

ぜひ本学教職課程（こども発達学科、人間科

学科など）を「推し大学」の一つに加えてい

ただきたい。  

 

３．新しい学校づくり・地域づくりの動き 

 

 学校づくりにおいては空知南部が「熱い」。

北海道自由が丘学園が開設を計画している

「ゆきのさと小学校」（長沼町）は別の方の稿

に譲るとして、ここでは安平町早来地区の動

きについて紹介したい。ちなみに私の今年の

仕事始めはこの取り組みのヒアリングであっ

た。 

 安平町は 2018 年 9 月の胆振東部地震で

甚大な被害にあい、早来中学校が全壊となり

仮校舎での生活を強いられている。中学校校

舎の再建にあたり、隣接する小学校と一体と

なった改築を町民参加で議論をすすめている。

これだけの話であれば小中学校の統合による

義務教育学校の設置という政策に乗っただけ

だと解されるだろう。しかし、この議論にお

いては早来地区のこども園及び児童館を受託

しているリズム学園の学園長井内聖氏が「子

どもの権利」を尊重するよう積極的な働きか

けを町教委の嘱託職員として展開している。

このような動きが地区内で受け入れられるよ

うになった契機として、早来小学校における

「総合的な学習の時間」における地域連携が

ある。6 年生の授業では、1 年かけて「自分

たちの願いを実現する」取り組みを展開し、

これまでにこども園や小学校の遊具設置（住

民のアドバイスをもらいながら自作）、震災後

は「えがおプロジェクト」（テレビなどで取り

上げられた）でその活躍ぶりは町内外で知ら

れるようになった。この取り組みのコーディ

ネートを務めたのが井内氏である。学校授業

を通じて子どもの地域参画を地域で共有する

中で、他とは違う学校づくりへの共感が住民

に広まったのだろう。新校舎の稼働は 2022

年 12 月を予定しており、子どもを中心に地

域が主体となった学校づくりに今後もますま

す目が離せない。  

 

このほか、「困っている子どもの役に立ちた

い」大人たちが小規模町村を中心に続々と学

童保育、学習支援、子ども食堂ボランティア

に集まりつつある。実際には、行儀の悪い子

どもやしつけができない親に眉をひそめてし

まう方が圧倒的に多いようであるが、このよ

うな地域では引きこもりなど子ども・若者の

問題は地域で見えないことがほとんどであっ

たことから考えればそれだけでも「前進」し

ていると私は考える。「道民の会」が思想・信

条を超え、これからの北海道の地域再生に向

け子ども・若者とともに歩みたい人々の結集

の場となるよう、私もあらゆる立場を駆使し

て貢献できれば幸いある。  
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 「2020 年未来の子どもたちのために力あわせがんばりましょう」  

河 野 和 枝 

 子どもと教育・文化道民の会の皆さま、今

年も「学び」「語り」「行動」しながらめざす

教育改革・社会づくりに、ともにがんばりま   

しょう。よろしくお願いします。  

さて、読まれた方もいるでしょうが、1 月

13 日付け北海道新聞 3 面に稚内市曲渕地区

で行われている「集光の光  子ども 4 人に」

の記事が掲載されていました。高齢化率

50.7%、そんな地域に 11 年ぶりの赤ちゃん

が生まれ、子どもが 4人になりました。2001

年曲渕小中学校が閉校してから続けられてい

る恒例の手作りイルミネーション、今年も 4

人の子どもたちのためにあたたかく輝いたの

です。新規就農し住み着いた若い家族を支え

る地域の人々、「地域で子どもを育てる」稚内

の子育てが今もって継承されている記事に深

く感動し涙になりました。子どもをまん中に

つながる地域、素敵です。  

昨年教育界に吹き荒れた「大学入試共通テ

スト」問題。導入されようとしていた英語の

民間検定試験や国語・数学の記述式問題、受

験生に対する公平性や平等性に欠くことや記

述式の解答を誰がどのように評価するのか、

そもそも評価できるのか、諸課題を吟味する

ことなく民間企業に丸投げを急ぐ文科省にス

トップをかけました。高校生や保護者、校長

会など関係する様々な人々の力あわせが「見

送り」を勝ち取りました。しかし萩生田文科

大臣が出した結論は先送りです。制度の完全

中止を求める運動はまだまだ予断を許しませ

ん。 

私は昨年の「新年のごあいさつ」（会報№

39）で、世界規模で広がった「♯Me Too」

運動だったが国内では盛り上がりが欠けてい

たと記しました。しかしこの 1 年をふりかえ

り「♯Me Too」運動は着実に日本の女性た

ちに意味を持たせ、生きにくい社会に対し沈

黙を破る力になってきています。一人のつぶ

やきが「♯Ku Too」運動になりました。職

場でハイヒール等を押しつけられ怪我や疲労

に苛まれても「NO」と言えない現実。思い

を吐くことで女性差別と気づき、今日ではイ

ギリスなど世界の運動にもなっています。  

また 12 月 18 日、各新聞社が報道した「伊

藤詩織さん性暴力被害訴訟で勝利の判決」は

日本の「♯Me Too」運動の夜明けとなる判

決でした。訴えを全面否定していた元 TBS

支局長に賠償命令が下されたのです。被害届

を出し告訴した伊藤さんは「不起訴」になり

「刑事事件でブラックボックスに」と、民事

訴訟に切り替え実名を公表しての裁判をねば

り強くたたかいました。心ない人々の口汚い

バッシング、精神的苦痛、PTSD などを抱え

ながらの 5 年近い歳月、「泣き寝入りはしな

い」とがんばっての勝利は、日本の歴史に刻

まれるほど価値や意味のあるものです。この

間「支援する会」もでき「性暴力を許さない」

とフラワーデモが全国に広がりました。勝利

の判決が出ても加害者側は控訴するでしょう。

たたかいはまだまだ続きます。ちなみにジャ

ーナリストの伊藤さんは、裁判の最中から夕

張の地でドキュメンタリー映画「ユーパロの

ミチ」を製作してきました。日本の高齢化、

孤独死、つながりについて夕張を通して考え

たいとのこと。夕張に通いながら人のつなが

りの深さも実感してきたとも言います。ドキ

ュメンタリー映画はそろそろお目見えする頃

でしょうか。楽しみにしながら、応援の手綱

を緩めることなく「無かったことにしない」

運動に参加していこうと思っています。  
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 道高教組第２回学校職場づくり学習会より  

児美川孝一郎さん講演 

『2020 年教育改革』は、高校教育をどこに導こうとしているのか？ 

  

 

 

 

 

 

  

 教育の国家戦略は、教育再生実行会議で決

定され、中教審や文科省はその尻ぬぐいをさ

せられている状況です。過去の教育再生実行

会議の提言は迅速に政策化されています。今、

経済界は危機感を深めています。賃金が下が

っている先進国は日本だけで、これでは内需

は 拡 大 し ま せ ん 。 そ こ で 、 産 業 界 は

「Society5.0」という用語を登場させ、 ICT

を手がかりに公教育の市場開放を進めようと

しています。  

 高大接続改革は、産業界に役立つエリート

選抜のために入試改革を行い、高校教育と大

学の刷新をねらったのですが、あまりに制度

が破綻しているために、うまく機能しそうも

ありません。新学習指導要領は、「産業主義」

が貫徹され、グローバル人材育成や「STEM

教育」が行われようとしていますが、必要な

条件整備が欠如しているため、学校現場に丸

投げとなります。新指導要領は、全編が「生

き方教育」で貫かれています。国家主義や道

徳という土台を固めつつ、「産業界に奉仕でき

るエリート人材の育成」を図る目的を持って

いますが、まだ移行期間なのに、一方で「働

き方改革」のブレーキがかかり、すでに骨抜

きが始まっています。  

 問題はこれだけで終わりません。文科省は

新指導要領が施行された 2018 年 3 月のわ

ずか 3 ヶ月後に、「Society5.0 向けた人材育

成」を発表し、学びのあり方の変革を示して

います。これらの一連の改革の主導権は経産

省であり、2018 年と 2019 年の２回にわ

たり提言を発表しています。 ITC の活用によ

る「個別最適化された学び」などが提唱され

ていますが、これによって、学校制度の枠は

希釈化し、教育市場の拡大によって家庭の経

済力や文化資本による格差が広がります。つ

まり、教育の「公の性質」が解体され、教育

の平等や公平性が消滅し、格差が拡大してい

きます。 

 私たちに対抗軸はあるのでしょうか。「公教

育」の価値を再認識し、改めて生徒・保護者・

市民との共同を広げることや、「資質・能力」

論の偏り正すと同時に、「教育内容・教材論」

を今一度取り戻すことも大切です。また、「個

別最適化された学び」に対しては、日本の教

育が大切にしてきた特別活動の重要性や、学

びの「共同性」の価値を再認識・再創造する

ことも対抗軸になり得ます。  

 

 約１時間 30 分の講演はあっという間で、

現場で日々実感する「教育改革」の背景と対

抗軸がすっきりと整理された意義深い講演と

なりました。今起こっていることに対して危

機感を覚醒させられつとともに、私たちの教

育の改めてとらえ直し、再創造しする必要性

を強く感じました。  

１月１１日（土）、道高教組は「第 2 回学校職場づくり学習会」を開催しました。 

講師の児美川孝一郎さんは「『2020 年教育改革』は、高校教育をどこに導こう

としているのか？」と題した講演を行い、教育基本法から教育再生実行会議まで、

「高校教育改革」とその背景を網羅的に語りました。その概要をお知らせします。 
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学習会「さっぽろ子どもの権利条例 施行１０周年を検証する ｐａｒｔ２」 

 「日本語学習支援から『外国につながる子どもたちの権利』を考える」 

  

1 月２８日、北海道子どもセンター「子どもの権利委員会」の谷光さんを講師に、「１０周年を

検証する ｐａｒｔ２」を行いました。「１０周年を検証する」は、昨年６月札幌市子ども未来局

の方をお招きして行った「『子どもに関する実態・意識調査』結果から考える」（会報 No41 にて

報告）以来 2 回目となります。 

今回は、道民の会代表世話人にもなっていただいている谷さんから「外国につながる子どもたち」

を通して「子どもの権利」を語っていただきました。その要旨を紹介します。  

 

 私は、現在この会の代表世話人となってい

ますが、他に北海道子どもセンターの子ども

の権利委員会に所属するとともに、「札幌子ど

も日本語クラブ」で活動をしています。  

 今日は、自分がかかわっている「外国籍の

子どもたちへの日本語学習支援」の活動から、

「札幌市子どもの権利条例 10 周年を検証

する」というテーマについて、私なりの思い

をお話をしたいと思います。  

 

【札幌子ども日本語クラブの活動】  

 

私が所属している「札幌子ども日本語クラ

ブ」は、２つの事業にかかわる中から子ども

たちの日本語学習支援の活動をしています。  

2 つの事業というのは、① 市教委の「札幌

市帰国・外国人児童生徒教育支援事業」にお

ける日本語学習支援の流れと②  厚生労働省

の「中国残留邦人等 2 世・3 世のための日

本語学習支援事業」 です。 

札幌市教育委員会の支援事業と札幌子ども

日本語クラブの関りについて    現在の支援

事業は、札幌子ども日本語クラブのボランテ

ィア活動を土台にスタートした経緯もあり、

市教委と共同で発展させてきたと自負してい

ます。以下、今日までの経過述べます。   

この会の活動は、2001 年から始まったの

ですが、その以前の１９９６年からのことが

あります。  

1996 年から数年間、中国残留孤児の家族

（4 家族）の自立指導員として生活の支援を

することになりました。一家族につき  3 年

間、さまざまな手続き、病院への付き添い、

交通事故の対応など、何から何までサポート

しました。そうした中で、残留孤児の女性に

孫に日本語を教えてほしいという要望を受け

て小学生の支援を始めました。その後、文部

科学省の派遣事業により外国人児童生徒等教

育相談員として札幌市内の小中学校に派遣さ

れることになり、そこで多くの日本語学習支

援を必要とする子どもたちと出会いました。

当時、厚別区のもみじ台団地の小学校に中国

帰国者の子どもたちが多く在籍していて、日

本語がわからず困っていたのです。また、学

校の先生方も子どもたちに日本語が通じず困

っていました。そうした状況の中で日本語学

習支援のボランティアの方たちとつながり、

また札幌市教育委員会の指導主事の紹介でも

みじ台小学校での日本語学習支援が始まった

のです。                      

 そして、2006 年、札幌市教育委員会の「札

幌市立小学校及び中学校における帰国・外国

人児童生徒支援事業」がスタート。   

札幌子ども日本語クラブが支援を始めた頃

は、公的な支援の仕組みは全くありませんで

した。ボランティア任せにするのではなく日

本語の学習を必要とする子どもたちの学習の

権利を保障するために札幌市として公的支援

の仕組みをつくるべきと市教委に要請し続け

た結果、2006 年に支援事業が開始されまし
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た。  

以来、札幌子ども日本語クラブの会員が指導

協力者としてボランティア登録、実際の運営

（指導協力者のコーディネイト、研修など）

は札幌子ども日本語クラブが実質的に担って

います。  

2003 年～2007 年には、高校進学のた

めの「外国人・帰国者のための進路説明会」

を開催しました。  

高校受験は今でも大きな高い壁です。支援

していた子どもたちの高校進学問題への対応

を迫られ、市教委や中国帰国者支援センター

などにも協力を要請し「外国人・帰国者のた

めの進路説明会」を開催。また、札幌市教育

委員会、北海道教育委員会に、高校入試特別

枠を設けるように要請を続けました。日本語

の習得が十分でない子どもたちが一般の受験

で 

公立高校に合格するのは並大抵のことではあ

りません。私立は経済的に厳しいということ

で高校進学を断念したり、やむなく遠隔地の

高校に進学したりなど生徒・保護者の悩みは

大きなものでした。ボランティア団体が実施

するにはあまりにも負担が大きく、現在は開

催していませんが、進学を希望する生徒・保

護者に対する進路相談は中学進学と同時に実

施することが必要です。市教委として開催を

検討してほしい課題です。  

 2008 年に大通高校が開校、「海外帰国生徒

枠」が設けられました。日本語能力が十分で

ない生徒にとって高校進学の道が大きく開か

れました。私たちが支援した子どもたちもた

くさんお世話になっています。  

 2010 年からは札幌市が厚生労働省から

委託されている「中国残留邦人等 2 世・3 世

のための日本語支援事業」に参加、それにこ

の事業からの受託金で対象の子どもたちへの

学習支援をしています。  

さらに、事業が始まって 10 年が経過し、

事業の趣旨が学校にも周知され、対象となる

子どもたちの困難と支援の必要性についての

理解が広がりました。指導協力者と学校との

連携も進み、随分支援の活動がしやすくなり

ました。2015 年からは市教委の主催で春と

秋の年 2 回の連絡推進会議を開催されるよ

うになり、私たち指導協力者と学校現場の先

生方との交流もできるようになりました。   

2019 年 6 月 市教委の「帰国・外国人児

童生徒に対する教育の充実」に係る実践研究

会発足。加配教員を中心にアドバイサー委員

として札幌子どもクラブから 2 名参加。当面

「受け入れの手引き」と初期指導の実践事例

の作成を始めました。  

  

【子どもの権利条例のある街・札幌市にふ

さわしい支援事業に発展を】  

 

札幌市の子どもの権利条例は第５節で「子

どものそれぞれの状況に応じた権利の保障」

を謳い、２８条３項で「外国籍の子どもが、

必要に応じて日本語を学ぶともに、自分の国、

言語、文化などを学び、表現すること」と不

利益を生じさせないための取り組みをするよ

うに定めています。 この条文を制定するにあ

たって、検討委員として私もかかわっていま

したが、実際にはまだまだ実現できていない

のが現状です。  

札幌市教育委員会は「教育振興計画の後期

アクションプラン」で、「安心して学ぶための

支援」に「帰国・外国人児童生徒への日本語

教育支援」を、また、「札幌市学校教育の重点」

では「特別な配慮を必要とする子どもへの教

育」に「帰国・外国人児童生徒等に対する教

育の充実」を掲げています。そこには、次の

ように書かれています。  

「子どもの発達への支援 〈 特別な配慮を

必要とする子どもへの教育〉ということで、

子ども一人一人の発達を支える視点から、障

がいのある子ども、不登校の子ども、海外か

ら帰国した子どもや日本語の習得に困難のあ
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る子どもなど、特別な配慮を必要とする子ど

もへの教育を推進します。個々の 実態に応じ

た指導内容や指導方法の工夫を、学校として

組織的かつ計画的に行うことで、特別な配慮

を必要とする子ども一人一人の教育の充実を

目指します。」  

しかし、残念ながらそうした教育が推進さ

れているとは言えないのが現実です。次々に

出される国の施策は、財政的にも、人的にも

特に手当されているわけではなく、結局は地

方自治体や学校現場の努力に任せるものにな

っています。  

秋元市長は今年の施政方針で、「私が描く未

来のさっぽろ」に (1) 「誰もが安心して暮ら

し生涯現役として輝き続ける街」 (2) 「世界

都市としての魅力と活力を創造し続ける街」

の二つをあげていますが、札幌市の事業も「世

界都市」と自慢できるものではありません。

市教委任せではない札幌市としての見識を示

してほしいと思います。   

 

【増加が予想される子どもたちへの  

支援体制の整備が必要】  

 

支援児童生徒は６倍に、今後も増えること

が予想されます。  

事業における支援児童生徒数は、06 年 9

校 12 人、１８年度は 39 校 71 名（中国残

留邦人等 2 世・3 世のための日本語支援事業」

での支援 4 校 5 名を加える）とおよそ６倍に

なっています。また、子どもたちの国籍も１

０数か国、母語も多様化し文字通り国際化し

ています。  

文科省は 2014 年、学校教育法施行細則

を改正し、日本語指導を「特別の教育課程」

として正規の教育に位置づけました。それに

ともない市教委は各学校に日本語教育のため

の「特別の教育課程」をつくるよう指示して

います。また、今年の  6 月には「外国人の

子ども向けに今後取り組む支援策」を発表し

ました。しかし、いわば掛け声だけで人的、

財政的手当もなく、地方自治体、学校任せに

なっているのが現状です。過労死さえ心配さ

れるような学校現場に期待することにも無理

があります。特別の教育課程の実施にともな

って、それを可能にする事業の抜本的見直し

を要請しています  

札幌市教育委員会の事業も担当者の努力で少

しずつですが前進しています。しかし、指導

協力者という私たちボランティアに依拠して

いる現状は変わりません。  

市教委の担当者が視察に行って、モデルに

しようとしている福岡市は市の財源で  20 

人の日本語指導教諭を採用し、日本語サポー

トセンターに常駐のコーディネーターを置い

て、対象の子どもが来ると面接してその後の

対応を決めるというきめ細かな取り組みをし

ています。  

対象の子どもの数は札幌の約  3 倍ですが、

予算規模は  10 倍です。(H30  245 人、

25,829 千円 支援者の謝金 2,700 円)  

  

≪当面の課題①  予算の大幅増≫  

 

少しずつではありますが予算も増えて、2

年前からようやく 1 回 800 円の謝金を受け

とることができるようになりました（それま

では予算を支援回数で割るので、  1 回あた

り 300 円弱）。今年度は予算が 250 万に増

え、謝金もようやく 1000 円に引き上げら

れました。(交通費はなし) 

しかし、 個々の子どもたちの事情に応じた

支援が必要で、教材の購入、作成など自費で

用意せざるを得ないことも多々あります。事

業の予算も謝金も政令指定都市の中では最低

のランクです。無償ボランティアで出発した

世代はなんとかやってこられましたが、現状

のまま次の世代に引き継ぐことには無理があ

ります。謝金の増額、交通費、教材費の支給

などを強く要望しています。  
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≪当面の課題②  

初期指導の充実のためにも予算増を≫   

 

事業の実施要項の留意点には、「支援は、支

援対象児童の過度な負担とならないよう、原

則として 1 回につき 2 時間、週 2 回を上限

とする」と書かれ、「月 6 回を超える場合は

市教委に相談してほしい」と学校に伝えられ

ています。それは、子どもの負担というより

は予算の制約があるからです。予算が増額さ

れたとはいえ、現在の予算の枠では、週 2 回

が限度です。引き続き、予算を増額すること、

指導協力者の確保が課題です。  

保護者子どもたちにとっては、初期指導が

極めて重要です。初期指導の不十分さは、後々

子どもの大きな負担となって跳ね返ってきま

す。また、授業に参加できるようにするため

の教科学習の援助、特に中学校ではテストに

向けての援助がどうしても必要です。しかし、

上に述べた制約もあってほとんどできないの

が現状です。また、「夏、冬休みは教育課程外

なので学習支援の期間に含まれない」という

のも問題です。長期の休みには、日本語も十

分でない子どもたちにも課題がたくさん出さ

れ、中学校では休み明けにテストも予定され

ているのです。  

  

≪当面の課題③  

「特別の配慮」について≫  

 

「札幌市学校教育の重点」では「特別な配

慮を必要とする子どもへの教育」に「帰国・

外国人児童生徒等に対する教育の充実」を掲

げています。しかし、現実はなかなか進んで

いません。私たちは学校関係者に次のような

お願いをしています。  

・中学校では、教科担任の先生方にも教科指

導、テストなどでの特別の配慮をお願いし

てください。今、学習している単元の簡単

なガイド、教科書やテスト問題の漢字にル

ビを振る、テストの別室での受験、電子辞

書、スマホなどの翻訳機能の使用など学年

で検討してください。評価についても検討

してください。  

中学校の学習支援は子どもたちが少しでも

授業に参加できるようにするための教科学習

の支援、さらに定期テストなどテストで少し

でも点数をとれるようにするための援助など

がどうしても必要です。  

転入してしばらくの間、子どもたちはテスト

でほとんど点数が取れません。0 点や一桁の

点数に大きなショックを受けます。さらに、

定期テストの結果は内申に反映され高校受験

の時のハンデになります。「特別な配慮」とは

程遠いのが現状です。  

私たち指導協力者のだれもが中学校の教科

学習の支援ができるわけではありませんし、

本来の役割でもありませんが、少しでも力に

なってあげたいと思い援助しているのが実態

です。別途、教科学習の支援員を配置するな

どの手立てが必要です。また、高校受験の制

度の問題もあり、学校独自ではなかなか改善

できないようです。市教委にはこうした子ど

もたちを受け入れた経験のある学校の関係者

に集まってもらい「特別の配慮」について検

討を開始してほしいとと要請しています。  

最後になりますが、「特別な配慮」を必要とす

る子どもたちの問題だけではなく、すべての

子どもたちにとって、「子どもの権利条例」の

ある意味を大切にしていくことが重要だと思

います。
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【寄稿】 

「伝統とは火を守ることであり、灰を崇拝することではない」 

北海道教育大学 瀬戸唯斗 

 

先日、北海学園大学において社会教育主事

課程を受講する学生と語り合う機会を得た。   

今回は、座談会を通して学生である私自身

が感じたことを述べたい。社会に対する関心、

高校の校則に分けて、記述していく。  

1 点目の社会に対する関心について、グレ

タさんや香港のデモを見てどう思うかという

質問がなされた。昨今では、若者の社会・政

治に対する無関心が問題視される。今回の座

談会でも「関心がない」、「不満はない」とい

う声があった一方、インターネットをきっか

けに自分なりの問題意識を持っている学生が

少なからずいた。例えば、Twitter 上でウイ

グルの問題を知り、香港のデモと合わせて考

えている学生や共通の趣味で繋がっていた香

港に住む人の交信が途絶え、当局によってイ

ンターネット接続が遮断されたのか、デモに

参加して何か起きたのかと憂慮する学生がい

た。インターネットを媒介に、「大人」の知ら

ないところで社会に対して関心を持っている

姿があった。  

2 点目の高校の校則について、校則に対し

て不満を持っていた学生が多くいた。特に頭

髪や化粧への制限が嫌だったという声が目立

った。道外出身者の中で、男子の頭髪は丸刈

りを指定されていた学生が存在し、大変驚い

た。また、健康管理を理由に色付きリップク

リームを禁止されていた学生は「高校生なん

だから、体調管理くらいできる」として不満

を持っていたと語った。加えて、高校生の頃

は化粧を禁止され、社会人・大学生になると

化粧をすることが「マナー」であるかのよう

に扱われることに矛盾を感じている学生も少

なからずいた。  

校則の厳しさは学校間による差が大変大き

い。生徒の自主的な判断に任せる学校、細か

なところまで制限する学校。とりわけ後者に

おいては「なぜその校則があるのか」を大人

も説明できない場合が多いようだ。そのよう

な場合「それが伝統だから」と済まされるこ

とが多い。伝統は、形骸化した制度や校則を

受け継ぐことなのだろうか。著名な作曲家で

あるグスタフ・マーラーは「伝統とは火を守

ることであり、灰を崇拝することではない」

という言葉を残した。理由も説明できずに「そ

れが伝統だから」と済ませることは、「灰を崇

拝」している状態なのではなかろうか。では、

「火を守る」とはどのようなことなのか。そ

れは周囲の環境によって揺らぐ炎のように、

状況に応じて変化・改善し続けることである。

違和感を感じた子どもや大人の声が校則を変

えることにつながった時、「火を守った」とい

えるのではなかろうか。  
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西区子ども食堂「みんなの食堂『ヤッホー三角山』」訪問記 
  

 昨年５月に始まった「みんなの食堂『ヤ

ッホー三角山』」、年明けて１月２４日第９回

目の開催日に訪問してきました。この８カ月

のとりくみを紹介します。  

 

みんなの食堂「ヤッホー三角山」は、昨年

５月２８日、札幌市の後援を受けるとともに

西区「山の手連合町内会」のご協力の中で、

西区にある「山の手会館」（西区山の手 3 条

2 丁目）を会場にして、西区にある「みんな

の（子ども）食堂」４番目として始まりまし

た。 

「みんなの食堂『ヤッホー三角山』」は、「あ

まり大それた目的があるわけではないのです

が。子どもから大人・お年寄りも含めた地域

の居場所づくりになればいいと思い、始める

ことにしました」と代表の横山ひろ子さんは

お話されました。  

毎月第４金曜日（月により変更することが

ある）、夏 17 時～19 時（食事は 18 時）、

冬 16 時 30 分～18 時 30 分（食事は 17 時

30 分）開催され、食事代は子ども１００円・

おとな４００円となっています。  

これまで９回開催されましたが、その概要

をご紹介します。  

 

△ ◇ ◆ □ ☆ 💛 ☘  

 

≪「ヤッホー三角山だより」から≫  

 【第１回（５月）】  

食堂には子ども２７人、大人２２人が参加

する盛況？ぶりで、賑やかな声に包まれ始ま

りました。  

オープニングでは、代表の横山さんから協

力していだいた地域の皆さんへのお礼の挨拶

があり、また、山の手連合町内会の上田さん

からは「出来る限りの協力、支援したい」と

歓迎のエールをいただきました。  

その後、腹話術で「勇太君」が登場し「桃

太郎」の話に会場は大爆笑となり、すっかり

和やかな雰囲気、子どもたちは思いおもいに

お遊びに興じて、楽しいひと時を過ごしまし

た。食事は、カレーライスとサラダ、フルー

ツヨーグルトです。食べ盛りの子はおかわり

自由、いっぱい栄養を取りました。  

みんなの食堂「ヤッホー三角山」は、地域

の「居場所」づくりの一歩を刻みましたが、

サポーターには、元教員、学童保育、子ども・

不登校相談員、民生委員、病院・歯科・薬局

の職員、

そして

地域の

住民の

方など

多くの

賛同や協力を得ることができました。  

 

【第２回（６月）】  

２回目の開催。今回の主メニューは三色ご

はんでした。地域からの参加者は、子ども２

８人、大人２０人で、３０人のサポーターが

協力しました。  

食事の前に、わらべ唄あそびや折り紙  

の駒づくりなどで賑やかな声と笑顔に包  

まれました。大人も一緒に車座になってわ

らべ唄を歌いながら手合わせのアクションで、

盛り上がりました。また、折り紙の遊びでは、

駒づくりをしました。お母さんと一緒に参加  
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した

り、お

友達を

さそっ

て一緒

に宿題

をする子も居たりと、みんなの食堂らしい光

景が見られ、２回目で早くも"みんなの居場所

"になってきている様子に運営にかかわるサ

ポーターもビックリしています。  

サポーターには、リハビリ科の病院実習に

来ていた学生さん（道医療大４年、北大４年）

にも協力をもらい、子どもの見守りなどして

いただきました。この間、お米合わせて３０

ｋｇやその他の食材提供の申し入れも受けて

います。また、手作りの可愛いのれんもいた

だきました。  

一日だけの塾ですが、ボランティアで元学

校の先生が、みんなの宿題や勉強のアドバイ

スをしてくれます。勉強だけでは終わらず困

っていること、聞きたいことなど、やさしく

教えてくれます。  

 

【第３回（７月）】  

１階ホールを広く使いのびのびとゲームを

楽しみました。子ども３３人、大人２５  

人、サポーター２９人、雨の中を前回を上

回る８７人の参加で９０食用意した食事は完

食です。今回も、チンゲン菜などの野菜、卵

焼き、クッキーなどの食材提供があり、病院

実習中の２人の学生さんにも見守りの協力を

いただきました。  

 

【第４回（８月）】  

参加者はサポーターを含めて１００人に迫

る９８人になり、おお賑わい。  

ごはんの前に、ウクレレで歌とゲームをひ

と時楽しみ、理科の先生が持ち込んでくれた、

ブラックホールの模型、ドライアイスで竜巻

きを再現したり、生きた本物の蛇に触って、

子どもたちだけでなく大人も大興奮でした。  

今回の献立は、夏野菜のキーマカレー、グ

リーンサラダ、あんみつでした。スイカを提

供して

いただ

き、子

どもた

ちは汗

をかき

ながら、

ほお張っていました  

 

【第５回（９月）】  

回を重ねる毎に利用者が増え、100 名を

突破して 110 名の参加でした。特に子ども

の参加が着実に増えており、今回は  51 名と

なっています。  

９月の食堂では、水産物の仲卸業者などで

つくる北海道水産荷主協会さんが、「北海道の

おさかなを食べよう！」とこどもたちへの食

育活動をしており、マイワシの食事が提供さ

れました。つみれ汁の具にするマイワシを、

こどもたちが手でさばく体験も行いました。  

メニューは、マイワシ缶の炊き込みご  

飯、マイワシのフライ、マイワシのつみ  

れ汁等のイワシ料理。さらにデザートは  

「ふらのメロン」です。メロンはみんなの

食堂のとりくみに賛同していただいたサポー

ターさんの親戚の方、「坂本農園」から 16 個

の立派なメロンが提供されました。  

 

【第６回（１０月）】  
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サポーターを含めて１１５人となり、回を

重ねるごとに参加規模が大きくなっています。 

会場として利用する山の手会館では、いつ

も賑やかな子どもたちの声が響き、つかの間

の居場所ですが、皆さんが楽しく夕ご飯を食

べることができ、みんなの食堂「ヤッホー三

角山」が定着してきました。  

毎回欠かさず参加する親子や前回は４か月

目の赤ちゃんを連れて参

加するお母さんも。「ずっ

と続けて下さい」の声も

聞かれます。食事の準備

をはじめ食育や遊びなど

いろいろなサポート、さ

らに食材提供など多くの

皆さんの協力に感謝。  

また、勤医協札幌にし

く歯科診療所の西田先生

に協力していただき、子どもたちの虫歯チェ

ックを行いました。  

食事は、北海道水産荷主協会から提供のホ

タテの貝柱を使ったシーフードカレーでした。 

 

【第８回（１２月）】  

１２月の食堂は、子どもたちに自分のケー

キを作ってもらいました。みんなワクワク大

喜び。友だちやお母さんと一緒に立派なケー

キが完成。最後に森谷サンタさんからプレゼ

ントもあり、楽しく過ごすことができました。

食事はバターライス風とチキンの木こり煮な

ど、クリスマス気分を盛  

り上げました。  

子どもが 63 人で、総勢 126 人の参加。

読み聞かせで石橋さんなどの協力  

もありました。  

 △ ◇ ◆ □ ☆ 💛 ☘  

 

以上、これまでのとりくみについて「ヤッ

ホー三角

山だより」

より紹介

させてい

ただきま

した。 

 

１月には、１２日「冬休み 無料塾」が、 

行われました。講師には、元学校の先生が、

ボランティアで参加、小・中学生を対象にし

て、宿題や勉強の援助をしました。  

  また、２４日には、「第９回  みんなの

食堂」が開催され、子ども４６人・おとなも

あわせて９６人。毎回１００名前後の「みん

なの食堂」となっています。  

 食事まえのひととき。この日は、けん玉

ボランティアさんによる手ほどきも。２０代

前半の

若者ボ

ランテ

ィアも

５名ほ

ど参加

していました。  

 楽しみの夕ご飯は、ちらしずし・すり身

団子汁・ポテトサラダ・みかん。「団子汁、５

杯おかわりしちゃった」という子ども。「仕事

で忙しいので、とっても助かるし、手作りの

食事を取れるのはとっても助かるし、味もお

いしい」「野菜嫌いだった子も、みんなに刺激

され？食べれるようになった」とうれしい感

想も聞くことが出来ました。  

 （事務局連絡先は、「札幌西・手稲健康友

の会」666－2877） 
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